
総 務 財 政 委 員 会 資 料 

令 和 ４ 年 ４ 月 ２ １ 日 

選挙管理委員会事務局                                                

 

杉並区長及び杉並区議会議員補欠選挙からの  

投票所の変更について  

 

１  期日前投票所の変更  

（１）阿佐谷地域区民センターの移転に伴う変更  

これまで期日前投票所として活用していた阿佐谷地域区民センターが、区立施設再

編整備計画に基づいて整備した新施設に移転したことに伴い、期日前投票所について

も移転後の阿佐谷地域区民センターに変更する。  

【変更後の投票所】  

   阿佐谷地域区民センター３階  第４・５集会室（阿佐谷北１－１－１）  

（２）西荻南区民集会所の移転に伴う変更  

これまで期日前投票所として活用していた西荻南区民集会所が、現在、閉鎖してい

る西荻区民事務所の移転先となり、それに伴い西荻南区民集会所は、旧西荻北児童館

（令和４年３月末に廃止）を改修し運営する予定である。  

そのため、期日前投票所についても、西荻南区民集会所の移転先となる旧西荻北児

童館に変更する。  

【変更後の投票所】  

    旧西荻北児童館（西荻北１－９－５）  

 

２  周知方法  

（１）近隣の町会長への説明を行う。  

（２）区公式ホームページ、選挙時に発行される『広報すぎなみ』に掲載する。  

（３）選挙時に発送する「選挙のお知らせ」封筒内に案内を同封する。  


